
付託案件 21件

総務
常任委員会

付託案件 １件

福祉教育
常任委員会

議
案
第
1０7
号

地
方
税
の
延
滞
金
の
割

合
の
特
例
に
関
す
る
規
定

中
の
用
語
が
改
正
さ
れ
る

た
め
、
地
方
税
の
延
滞
金

の
割
合
の
特
例
に
準
じ
て
、

延
滞
金
の
割
合
の
特
例
を

定
め
て
い
る
湖
南
市
介
護

保
険
条
例
等
に
つ
い
て
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

と
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
11０
号

地
方
税
法
施
行
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
の
公

布
に
伴
い
、
国
民
健
康
保

険
税
の
減
額
の
対
象
と
な

る
世
帯
の
軽
減
判
定
所
得

基
準
に
つ
い
て
改
正
を
行
っ

た
と
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

問
　
関
係
す
る
対
象
人
数

と
変
動
す
る
予
算
は
。

答
　
今
回
の
条
例
改
正
は
、

議
案
第
111
号

野
洲
川
の
河
川
改
修
工

事
で
、
市
が
河
川
占
用
許

可
を
有
し
て
い
る
野
洲
川

運
動
公
園
の
一
部
を
県
に

返
還
す
る
た
め
、
多
目
的

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
項
目
を
条

例
か
ら
削
除
す
る
と
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

主
な
質
疑

問
　
今
後
、
利
用
者
の
駐

車
場
は
、
甲
西
大
橋
の
下

の
所
だ
け
か
。

答
　
甲
西
大
橋
の
下
の
駐

車
場
の
利
用
と
な
り
ま
す
。

今
度
と
も
、
県
と
安
全
面

を
優
先
に
協
議
し
ま
す
。

問
　
市
民
へ
の
周
知
方
法

と
区
長
会
へ
の
説
明
は
。

答
　
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

と
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
一
部

は
利
用
停
止
し
て
い
て
、

恒
常
的
に
利
用
さ
れ
て
い

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

措
置
に
、
不
利
益
や
影
響

が
で
な
い
よ
う
に
軽
減
判

定
基
準
の
見
直
し
を
行
う

も
の
で
あ
り
、
特
に
税
収

も
変
わ
ら
な
い
た
め
人
数

の
把
握
や
予
算
措
置
は
考

え
て
い
ま
せ
ん
。

問
　
こ
の
条
例
改
正
の
対

象
者
は
。

答
　
軽
減
判
定
基
準
に
該

当
し
て
い
る
方
の
み
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
112
号

令
和
３
年
２
月
４
日
に

住
所
表
示
が
変
更
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
柑
子
袋
会

館
の
位
置
を
柑
子
袋
８
６

８
番
地
か
ら
柑
子
袋
東
２

丁
目
６
番
18
号
へ
と
改
め

る
も
の
で
す
と
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。全

員
賛
成
で
可
決

議
案
第
１
２
０
号
か
ら

議
案
第
１
３
２
号「
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
」

と
議
案
第
１
３
３
号
か
ら

議
案
第
１
３
５
号「
議
決

事
項
の
変
更
に
つ
い
て
」

の
審
議
の
前
に
、
指
定
管

理
者
制
度
の
概
要
・
指
定

管
理
者
選
定
ま
で
の
事
務

た
団
体
に
は
個
別
に
周
知

し
て
い
る
。
広
報
等
、様
々

な
情
報
発
信
で
広
く
周
知

し
て
い
き
、
区
長
会
へ
の

説
明
も
検
討
し
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

所
管
事
務
調
査

（
下
田
学
童
保
育
所
現
地

踏
査
）

保
護
者
会
運
営
で
、
保

護
者
負
担
が
大
き
く
、
学

童
連
絡
協
議
会
で
一
括
運

営
を
し
て
い
た
時
代
も
あ

っ
た
が
、
地
域
で
の
バ
ラ

ン
ス
の
違
い
も
あ
り
、
結

局
各
所
運
営
に
戻
っ
た
。

そ
の
後
、
下
田
学
童
保
育

所
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
を

し
て
今
に
至
る
と
い
う
経

過
説
明
を
受
け
て
、
施
設

見
学
の
後
、
意
見
交
換
を

し
ま
し
た
。

問
　
職
員
体
制
や
児
童
数

は
。
現
状
の
課
題
は
。

答
　
職
員
は
４
名
で
、
そ

の
内
１
名
は
、
現
在
、
産

休
・
育
休
中
で
、
児
童
は

46
名
登
録
さ
れ
て
い
る
。

職
員
は
交
代
を
含
め
、
4.5

人
に
し
た
い
。
安
定
的
に

長
時
間
勤
務
し
て
も
ら
い

た
い
が
、
募
集
を
し
て
条

件
を
変
え
て
も
応
募
が
厳

し
い
状
況
で
す
。

問
　
下
田
小
学
校
の
空
き

教
室
は
あ
る
の
か
。

答
　
日
枝
山
手
台
の
開
発

で
児
童
が
増
え
て
、
空
き

教
室
が
な
い
た
め
学
童
保

育
所
を
増
築
し
た
。

問
　
外
国
籍
の
子
ど
も
の

預
か
り
で
言
語
の
壁
は
な

い
の
か
。

答
　
さ
く
ら
教
室
が
あ
り
、

総
数
の
増
加
に
よ
り
子
ど

も
同
士
の
交
流
の
中
で
、

言
語
が
発
達
し
て
不
自
由

し
て
い
な
い
。

問
　
運
営
方
法
の
考
え
方

の
違
い
は
あ
る
が
、
市
内

学
童
保
育
所
が
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
組
ん
で
や
っ
て
い

く
の
は
難
し
い
か
。

答
　
一
度
は
連
絡
協
議
会

で
統
一
し
た
が
分
か
れ
た
。

そ
れ
か
ら
や
り
取
り
は
し

て
い
な
い
。
各
所
代
表
者

会
議
な
ど
で
統
一
で
き
る

と
こ
ろ
、
課
題
解
決
に
繋

が
る
見
通
し
が
立
て
ば
い

い
と
は
思
い
ま
す
。

問
　
学
童
協
議
会
の
共
同

運
営
を
一
括
で
す
る
メ
リ

ッ
ト
は
何
が
あ
る
か
。

答
　
運
営
母
体
が
大
き
く

な
る
と
一
括
で
職
員
の
募

集
を
行
う
た
め
人
員
確
保

し
や
す
い
。
各
所
の
行
き

来
が
で
き
、
給
与
体
系
が

決
め
ら
れ
る
。
連
絡
協
議

会
の
事
務
、
会
計
、
交
流

会
が
や
り
や
す
い
。

デ
メ
リ
ッ
ト
は
指
導
員

の
移
動
で
、
働
く
側
も
保

護
者
か
ら
も
不
満
が
あ
っ

た
。学

童
連
絡
協
議
会
で
、

各
所
代
表
役
員
が
集
ま
り
、

運
営
等
に
つ
い
て
の
意
見

交
換
を
す
る
段
取
り
を
行

政
に
し
て
頂
き
た
い
と
の

意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
他
の
学
童

保
育
所
の
現
地
踏
査
を
行

い
実
態
調
査
す
る
。
課
題

を
抽
出
し
、
解
決
方
法
を

考
え
、
任
期
中
の
委
員
会

で
提
言
を
し
て
い
く
こ
と

を
確
認
し
ま
し
た
。
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